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地球環境部の役割

林 陽 生地球環境部長

農業環境技術研究所では，４月の独立行政法

人化に伴い地球環境部が誕生した。これまでに

も，複数の研究室とチームで地球環境に係わる

研究を行ってきた。法人化は，それらに携わっ

た研究単位を一つの部として構成するチャンス

となった。こうして新しくスタートした地球環

境部の役割は，どこにあるだろうか。

地球環境部の研究は「地球規模の環境変動が

農業生態系に及ぼす影響の解明 「農業が地」，

球環境に及ぼす影響解明と対策技術の開発 ，」

「環境資源情報の計測・解析技術の高度化」を

中心として，そのほか「人的インパクトが生態

系の生物相に及ぼす影響の評価 「環境負荷」，

物質の動態解明と制御技術の開発」といった広

範囲の研究テーマのもとに位置づけられてい

る。これらは，当初５年間の研究計画課題のタ

イトルであることから，いわば規定された役割

といえるだろう。

もはや農業は，持続可能な生産量に対する需

要の超過剰が起こっているのではないか。その

背景には，温暖化，オゾン層破壊，酸性雨，砂

漠化などの地球環境問題がある。農業生産活動

もまた，温室効果ガスやオゾン層破壊物質など

を放出している。このように考えると，農業生

産に係わる農業環境の維持保全や予察的研究，

さらに積極的な保全管理を施すための技術や解

析手法の開発を進め，同時に成果を明らかにす

ることは，今日においては社会全般に対する責

任である。

ところで法人化は，合理的なシステムへの移

行を導くはずで，そのことは同時に，社会に役

立つ研究を行ないたいという，本来的な帰属意

識の実現を後押しすることが期待される。私た

ちはこの帰属意識のもとで，さまざまの具体的

な事象について解釈することになるのだが，こ

の先にもう一つの，これまで以上に意識せずに

はいられない役割があるだろう。

６月に，オーストラリアの温室効果ガスイン

ベントリーに関する国内レビューに参加した。

国外から６名のレビュアーと気候変動枠組み条

約事務局の２名でパーティを組み，オーストラ

リアが作成した温室効果ガス排出量報告書を総

点検することが役目であった。政策的な観点が

求められることはあらかじめ予想していたが，

例えば温暖化影響研究に関していえば，なによ

りも自国の状況について，これまで以上に緻密

に研究しておくことが緊急かつ重要なポイント

であることを知らされた。世界のなかにおける

日本の農業と環境の実態の認識に基づいた研究

が，今後数年間に一層強く求められるだろう。

これは一例だが，このような役割について，研

究の発端から政策者向けの提言までを分担して

担うために，地球環境部ができたと思う。
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